
  

訪問看護指示書の種類と留意点 

 (1) 訪問看護指示書            

 ◎ 通常使用される訪問看護指示書です 

 ◎ 主治医は訪問看護ステーションに訪問看護指示書の原本を交付します 

 ◎ 指示期間は、最長６ヶ月までです（記載がない場合の指示期間は１ヶ月） 

◎ 訪問看護指示書交付の際、月１回主治医が『300 点』を算定できます 

◎ ２カ所以上の訪問看護ステーションから訪問看護を提供する場合は、各訪問看

護ステーションに交付することになっています（算定は１回分のみ） 

 

 (2) 特別訪問看護指示書        

 ◎ 特別訪問看護指示期間中の訪問看護は医療保険での対応になります 

 ◎ 患者の急性増悪や退院直後などにより、頻回の訪問看護が必要になった場合に

交付します 

   →介護保険対象の利用者の場合、医療保険による訪問看護に切り替わります 

◎ 特別訪問看護指示書による訪問看護は「訪問看護指示書【上記(1)】」が交付さ

れていることが前提条件となります 

 ◎ 特別訪問看護指示書の交付は原則として月１回で、主治医が『100 点』を算定

できます。ただし、「気管カニューレを使用している状態にある者」「真皮を越

える褥瘡の状態にある者」については、月 2 回まで交付できます 

◎ 指示期間は 14 日間までで、月をまたいでもかまいません 

 ◎ 急性増悪の症状が改善し、指示期間を訂正していただいた場合の訪問看護は介

護保険対応に戻ります 

 

(3) 在宅患者訪問点滴注射指示書      

 ◎ 週３日以上の点滴注射を行う必要を認め、訪問看護ステーションに対して指示

を行う場合に交付します（書式は【上記(1)(2)】と共通） 

 ◎ 患者１人につき週１回（指示期間７日以内）に限り、月に何回でも交付できま

す 

 ◎ 週３日以上の点滴を実施した場合、在宅患者訪問点滴注射管理料として、主治

医が『60 点』を算定できます 

◎ IVH は対象外です 

 

(4) 精神科訪問看護指示書        

 ◎ 訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）～（Ⅳ）およびその

加算を算定する場合に交付してもらう訪問看護指示書です 

◎ 精神科を標榜する医療機関の精神科の保険医が診療に基づき交付し、月１回主

治医が『300 点』を算定できます。対象は、精神障害を有する者、又はその家

族です 

 ◎ 精神障害を有する者に訪問し、訪問看護基本療養費（Ⅰ）～（Ⅲ）およびその

加算を算定する際には、精神科訪問看護指示書ではなく、「訪問看護指示書【上

記(1)】」を交付してもらう必要があります 


